
大臣認定制度・性能評価の概要

○ 大臣認定制度とは、建築物省エネ法第23条に基づき、特殊の構造又は設備を用いる建築物が省エネ基準に
適合する建築物と同等以上の省エネ性能を有することを国土交通大臣が認定する制度。

○ 大臣認定の審査は、登録建築物エネルギー消費性能評価機関が行う性能評価※1※2に基づき行われる。
※1 性能評価の結果を第三者認証（BELS等）に活用することも可能

※2 未評価技術の評価の円滑化のため、「特殊の構造又は設備を用いる非住宅建築物のエネルギー消費性能の算定方法に関するガイド
ライン」を公表（令和5年9月）

○ 大臣認定を受けた場合、省エネ適判が必要な建築物については、適合判定通知書の交付を受けたものとみ
なす等の特例が適用される。

＜省エネ適判、性能評価、大臣認定の関係＞

当該省エネ技術を規定値又は設置なしで評価する

当該省エネ技術が特殊の構造又は設備であり、通常の評価方法では評価が困難

入力する性能値の試験方法等が一般化（JIS等）している

通常評価（WEBプログラム）

任意評定
任意評定のためのガイドラインの作成
及び性能評価機関による評価が必要
※極力JIS化を推奨
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性能評価結果の蓄積等を踏まえて、

通常の評価方法を整備

大臣認定
※適判みなしへの活用を想定

第三者認証
※ＢＥＬＳ等への活用を想定

本ルートを新設

性能評価
※評価結果を第三者認証に活用する場合は、別途、通常評
価（標準入力法）による省エネ基準適合の確認が必要

※ＢＥＩ等の省エネ性能が評価の対象

評価結果を規制措置
(適判等）に活用する

適合性判定
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